
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本在住の親族、 

身元保証できる知人の方々へ 
 

相 料 無 談 

行政書士業務に従事する場合に、所定の料

金（例：大使館査証申請 1 人 2 万円＋税）

と実費のご負担をお願いしています。 

支援内容 

3人の元外交官 

入管申請取次行政書士 

渡邉奉勝 

ウクライナ避難民に関する各種相談対応、日本に入国するための申請手続きの支援、

入国後の在留資格に関する手続き支援（就労、留学、難民など）、自治体と連携しての

生活サポートなど。元外交官としての経験と語学力を活かして支援します。 

お気軽にお問合せください 

お問合せ 

080-7274-0825 

office@yokoyama-gyosei.com 

お問合せ 

090-4710-3790 

motokatsu.w@gyosei-jimusho.com 

お問合せ 

080-9208-1600 

naotaka80sakaguchi@yahoo.co.jp 

＃ウクライナの人の力になりたい 

 ZOOMでもご相談できます！ 

3 人のいずれかにご連絡ください 

SAKAGUCHI Naotaka 

監修：技能実習適正化支援センター（TITSC） http://www.titsc.org/ 

横山佳孝 坂口尚隆 
YOKOYAMA Yoshitaka WATANABE Motokatsu 


